
当院では原則

身体拘束を行いません

身体拘束最小化に向け病院全体で取り組んでいます

切迫性

一時性

非代替性

※上記三つの要件に該当する場合は身体拘束を行うことになります。
御了承ください。

令和8年4月 藤木病院 身体拘束最小化チーム

生命または身体が危険にさらされる可能性

行動制限が一時的なもの

身体拘束以外に代替する方法がない
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